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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成21年4月2日(2009.4.2)

【公開番号】特開2007-219083(P2007-219083A)
【公開日】平成19年8月30日(2007.8.30)
【年通号数】公開・登録公報2007-033
【出願番号】特願2006-38155(P2006-38155)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  26/10     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/44     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   1/113    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ  26/10    　　　Ｄ
   Ｇ０２Ｂ  26/10    １０４Ｚ
   Ｂ４１Ｊ   3/00    　　　Ｄ
   Ｈ０４Ｎ   1/04    １０４Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成21年2月13日(2009.2.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
光源手段と、前記光源手段から出射した光束を集光する集光光学系と、前記集光光学系か
ら出射した光束を１つの偏向面にて偏向走査する光偏向器と、前記光偏向器の偏向面にて
偏向走査された光束を被走査面の上に結像させる結像光学系と、を有する光走査装置であ
って、
　前記光偏向器は、前記光偏向器の偏向面が主走査方向に往復運動を行う機能を有してお
り、
　前記結像光学系は、少なくとも１枚のプラスチック製の結像光学素子を有しており、
　前記集光光学系から出射した光束は、副走査断面内で一旦収束しており、その収束位置
は、前記光偏向器の偏向面よりも前記光源手段側の光路中に位置しており、
　前記集光光学系から出射した光束の副走査断面内の収束位置から前記偏向手段の偏向面
までの距離をＬ２（ｍｍ）、前記結像光学系の副走査断面内の結像倍率をβ、前記被走査
面に結像される結像スポットの副走査方向のスポット径をＤ（ｍｍ）、前記光源手段から
出射した光束の波長をλとするとき、
【数１】

なる条件を満足することを特徴とする光走査装置。
【請求項２】
前記集光光学系と前記偏向手段との間に、前記集光光学系から出射した光束の進行方向を
変えるミラーを有し、前記ミラーから前記集光光学系から出射した光束の副走査断面内の
収束位置までの距離をＬ１（ｍｍ）、前記結像光学系の副走査断面内の結像倍率をβとす
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るとき、
Ｌ１×β≦１１．４６（ｍｍ）
なる条件を満足することを特徴とする請求項１に記載の光走査装置。
【請求項３】
前記光偏向器の偏向面の副走査方向の幅は、１ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１
又は２に記載の光走査装置。
【請求項４】
前記偏向手段は、偏向面が共振駆動される共振型光偏向器であることを特徴とする請求項
１乃至３の何れか１項に記載の光走査装置。
【請求項５】
請求項１乃至４の何れか１項に記載の光走査装置と、前記被走査面に配置された感光体と
、前記光走査装置で走査された光束によって前記感光体の上に形成された静電潜像をトナ
ー像として現像する現像器と、現像されたトナー像を被転写材に転写する転写手段と、転
写されたトナー像を被転写材に定着させる定着器とを有することを特徴とする画像形成装
置。
【請求項６】
請求項１乃至４の何れか１項に記載の光走査装置と、外部機器から入力したコードデータ
を画像信号に変換して前記光走査装置に入力せしめるプリンタコントローラとを有してい
ることを特徴とする画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　請求項１の発明の光走査装置は、光源手段と、前記光源手段から出射した光束を集光す
る集光光学系と、前記集光光学系から出射した光束を１つの偏向面にて偏向走査する光偏
向器と、前記光偏向器の偏向面にて偏向走査された光束を被走査面の上に結像させる結像
光学系と、を有する光走査装置であって、
　前記光偏向器は、前記光偏向器の偏向面が主走査方向に往復運動を行う機能を有してお
り、
　前記結像光学系は、少なくとも１枚のプラスチック製の結像光学素子を有しており、
　前記集光光学系から出射した光束は、副走査断面内で一旦収束しており、その収束位置
は、前記光偏向器の偏向面よりも前記光源手段側の光路中に位置しており、
　前記集光光学系から出射した光束の副走査断面内の収束位置から前記偏向手段の偏向面
までの距離をＬ２（ｍｍ）、前記結像光学系の副走査断面内の結像倍率をβ、前記被走査
面に結像される結像スポットの副走査方向のスポット径をＤ（ｍｍ）、前記光源手段から
出射した光束の波長をλとするとき、
【数１】

なる条件を満足することを特徴としている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
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　請求項２の発明は請求項１の発明において、前記集光光学系と前記偏向手段との間に、
前記集光光学系から出射した光束の進行方向を変えるミラーを有し、前記ミラーから前記
集光光学系から出射した光束の副走査断面内の収束位置までの距離をＬ１（ｍｍ）、前記
結像光学系の副走査断面内の結像倍率をβとするとき、
　Ｌ１×β≦１１．４６（ｍｍ）
なる条件を満足することを特徴としている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　請求項３の発明は請求項１又は２の発明において、前記光偏向器の偏向面の副走査方向
の幅は、１ｍｍ以下であることを特徴としている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　請求項４の発明は請求項１乃至３のいずれか１項の発明において、前記偏向手段は、偏
向面が共振駆動される共振型光偏向器であることを特徴としている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　請求項５の発明の画像形成装置は、請求項１乃至４の何れか１項に記載の光走査装置と
、前記被走査面に配置された感光体と、前記光走査装置で走査された光束によって前記感
光体の上に形成された静電潜像をトナー像として現像する現像器と、現像されたトナー像
を被転写材に転写する転写手段と、転写されたトナー像を被転写材に定着させる定着器と
を有することを特徴としている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　請求項６の発明の画像形成装置は、請求項１乃至４の何れか１項に記載の光走査装置と
、外部機器から入力したコードデータを画像信号に変換して前記光走査装置に入力せしめ
るプリンタコントローラとを有していることを特徴としている。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
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【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　LBは結像光学系（ｆθレンズ系）であり、プラスチック材料より成る（プラスチック製
の）結像レンズ（結像光学素子）(ｆθレンズ)7を有している。結像光学系LBは光偏向器6
によって反射偏向された画像情報に基づく光束を主走査断面内(主走査方向)において被走
査面としての感光ドラム面8上に結像させている。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９０】
　通常の倒れ補正光学系は、シリンドリカルレンズ4で副走査方向に収束された光束を偏
向面6a上で収束させる構成をとるが、本実施例においては図８に示すように偏向面6aより
も光源1側（点P）（光源手段側の光路中）で一旦収束させている。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９１】
　具体的には、光路を主走査方向に折り返す為の（進行方向を変える）光路折り返しミラ
ー5の反射面上で収束するような配置としている。そして光路折り返しミラー5で光路を主
走査方向に折り曲げられた光束は副走査方向に発散した状態で偏向面6aに入射する。
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